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（参考資料１）虞犯少年の手続き 
虞犯少年とは、少年法３条 1 項３号イないしニに該当する事由があり、かつ、

その性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行

為をするおそれのある少年をいいます。 
 
少年法３条１項３号イ「保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。」 
同ロ「正当の理由がなく家屋に寄り附かないこと。」 
同ハ「犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に

出入すること。」 
同ニ「自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。」 
 

虞犯少年発見 
 

児童相談所など 一時保護処分の可能性あり       家庭裁判所 

（１４歳未満）                （１４歳以上１８歳未満審判適当少年） 

（１４歳以上１８歳未満の福祉的措置適当少年）                   （１８歳以上） 

 
 

福祉的措置     家庭裁判所 
       

 
鑑別所 

                                 

 
         審判不開始            審判    
 
                 試験観察 
        
 

 不処分      保護処分      知事又は児童相談所長送致  
          保護観察 
          児童自立支援施設等送致 
          少年院送致（おおよそ１２歳以上）  
 


